（要綱様式‐①）
令和　　年　　月　　日

瀬谷駅北口駅前広場活用推進協議会会長

所　 在 　地
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

参 加 意 向 申 出 書


次の件について、参加を申し込みます。
　また、参加資格について資格を有すると認められた場合、募集要項に定められた期日までに提案書等の必要書類を提出します。

件名：瀬谷駅北口駅前広場における民設民営駐輪場設置事業者公募













連絡担当者
所属
氏名
電話
ＦＡＸ
E－mail


（要綱様式‐②）
令和　　年　　月　　日

瀬谷駅北口駅前広場活用推進協議会会長

所　 在 　地
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

誓　約　書

　下記の資格要件については、事実と相違ないことを誓約します。

記

１　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していません。
２　成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年ではありません。
３　破産法（平成16年法律第75号）に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者ではありません。
４　銀行取引停止処分を受けていません。
５　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律225号）に基づく再生手続の申立てがなされている者（更生又は再生の手続開始の決定がなされている者で履行不能に陥るおそれがないと横浜市が認めたものを除く。）ではありません。
６　参加意向申出書及び提案書の提出期限から事業候補者の特定の日までの期間、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱（平成16年４月１日）の規定による停止措置処分を受けていません。
７　国税及び市税等の滞納を行っていません。
８　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第８条第２項第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当該構成員を含む団体ではありません。
９　横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第51号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（法人その他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。）ではありません。
10　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第１項又は第２項に違反している事実がある者ではありません。
11　瀬谷駅北口駅前広場における民設民営駐輪場設置について、設置、管理及び運営等一切の費用負担を行うとともに、当初予定されている事業期間（5年間）について事業を履行できます。

以上

（要綱様式‐⑤）

令和　　年　　月　　日

瀬谷駅北口駅前広場活用推進協議会会長

所　 在 　地
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　印


提　案　書



　次の件について、提案書を提出します。

件名：瀬谷駅北口駅前広場における民設民営駐輪場設置事業者公募

　添付書類
１　法人等の概要（任意様式）
２　提案内容総括表（様式－２）
３　駐輪場の整備実績（様式－３）
４　駐輪場の管理運営実績（様式－４）
５　駐輪器具の設置等の考え方（様式－５）
６　駐輪場の管理運営の考え方（様式－６）
７　駐輪料金設定の考え方（様式－７）
８　地域貢献に関する考え方（様式－８）
９　駐輪器具等配置計画図（様式－９）



連絡担当者
所属
氏名
電話
ＦＡＸ
E－mail
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